
消費者啓発参考情報「くらしの１１０番」トラブル情報 

レンタルオーナー契約のトラブルに注意しましょう 
【事例１】 

 知人からウォーターサーバーのオーナーになって貸出しをすれば毎月レンタル料が入

ると勧誘を受け、機器１５０台の購入費として３００万円以上を銀行と消費者金融から

借入れて事業者に支払った。収益の配当は２か月後から支払うと言われていたが、約束

の時期が来ても全く支払われない。 

【事例２】 
 元本保証で高利回りの投資をしないかと業者から電話があり、「１口４０万円でパチ

スロ機を購入してそれを事業者にレンタルすると、２４回に分割した支払い分と配当と

してレンタル料の月割り分が振り込まれる」という説明を受けた。契約の翌月、説明ど

おりの金額が振り込まれたので、信用してパチスロ機を買い増しした。その後、業者か

ら配当の振込みが遅れるとの連絡の後、破産したとの書面が届いた。 

                                                                                                                             

 

商品を購入して所有者となり、貸し出すことでレンタル料が受け取れるという「レンタ

ルオーナー契約」に関する相談が消費生活センターに寄せられています。電話や訪問で「元

本保証で高利回り」などと勧誘されて契約したものの、事業者が破たんしたためレンタル

料は入らず、商品購入代金（元本）も戻ってこないといったトラブルが多くみられます。 

消費者には商品が一切渡されず、事業者が行うと言う転貸ビジネスの実体を確認するこ

とは難しいのが実情です。また収益を見込んで高額の借入れをしてしまう場合もあり、返

済ができなくなる恐れがあります。 
 

【消費者へのアドバイス】 

① 「元本保証」「高配当」をうたった勧誘が、実際には約束した保証や配当などはなく、

高額な商品の購入契約になっていることがあります。業者からのこうした勧誘を決し

て鵜呑みにしないでください。 

② レンタル事業の実体が確認できない場合や事業が破たんした場合のリスクが十分に理

解できなければ、契約しないようにしましょう。 

③ 過去にレンタルオーナー契約に関するトラブルにあった消費者に「損を取り戻します」

と言って着手金や手数料を要求する詐欺的な手口に関する相談も寄せられています。こ

うした二次被害にも気を付けましょう。 
 

 困ったときは、消費生活センターに相談してください。 

 全国共通の電話番号である「１８８番（いやや）」へかければつながります。 

 



 

困ったときは、まず消費生活相談室にご相談ください！ 

＜三芳町消費生活センター＞ 

月・火・木・金曜日（電話・来所） 午前１０時～午後１２時、午後１時～午後４時 

※上記曜日以外 行政職員対応 

電話番号：０４９－２５８－００１９（内線２９２） 


